
千葉市立幕張海浜病院情報モニター設置・運用事業 入札説明書 

 

 令和８年５月１５日に千葉市病院局公告第５４号により公告した「千葉市立幕張海浜病院情報

モニター設置・運用事業」については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によ

る。 

 

１ 趣旨 

千葉市立幕張海浜病院（以下「新病院」という。）では、広報手段の確保及び新病院への財

源を創出するため、病院の総合待合等に病院情報モニター等関連機器（以下「病院情報モニタ

ー等」という。）を設置し、病院からの案内情報及び民間広告を放映する事業者を募集する。 

 

２ 事業概要 

（１）件名 

千葉市立幕張海浜病院情報モニター設置・運用事業 

（２）実施場所 

   新病院（千葉市美浜区若葉３丁目１－２７） 

ア  建  物  病院本体棟、講堂棟、保育所棟、立体駐車場ほか 

イ 延べ面積  合計 38,832.22 ㎡（病院部分 33,637.15 ㎡） 

ウ 階数、高さ 地上 5階建て、約 30m 

エ 構  造  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（免震構造）※病院本体棟 

（３）実施期間 

   新病院開院日（令和８年１０月予定）から５年間 

   ※実施期間終了後の契約の更新については、別途協議とする。 

なお、更新する場合の実施期間は５年以内とする。 

（４）事業内容 

   仕様書のとおり。 

 

３ 手続等 

（１）契約締結までのスケジュール 

 内 容 日 程（令和８年度） 

① 入札公告 ５月１５日（金） 

② 入札説明書・仕様書等の交布、入札参加申

込受付期間 

※市のホームページからダウンロードする

こと。 

５月１５日（金）～５月２８日

（木） 

③ 質問書の受付期間 

※千葉市病院局経営企画課病院整備室宛て 

（Email:shinbyouin@city.chiba.lg.jp） 

にメールすること。 

５月２５日（月）～５月２８日

（木） 

   

  

④ 質問書の回答 

※市ホームページ上にて回答する。 

６月４日（木）※予定 

⑤ 入札書提出期間 

※入札書の提出は郵送のみとする。 

６月４日（木）～６月８日（月） 



⑥ 開札日 ６月９日（火） 

⑦ 契約（貸付開始日） 新病院開院日（令和８年１０月予

定） 

 

４ 入札参加資格 

 入札に参加する者は、次に掲げる全ての条件を満たす者とします。 

（１）令和８・９年度千葉市委託入札参加資格の審査を受け、資格を有すると認められている 

者であること。 

（２）病院からの案内情報、広告主の募集、民間広告の制作、機器の運用管理を行うことが 

できる能力を有すること。 

（３）令和３年度から令和７年度までの５年間に、国又は地方公共団体等において、本事業と 

  同種・同規模の履行実績のある者。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

で、次のいずれにも該当しない者。 

  ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

  イ 当該業務の入札日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

  ウ 会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で同法に 

   基づく裁判所からの更生開始手続き開始決定がなされていない者 

  エ 民事再生法（昭和１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で同法に 

   基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者 

  オ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

  カ 千葉市物品等入札参加資格停止措置要綱（昭和６０年８月１日施行）に基づく指定停 

   止措置等を、入札説明書の配付開始の日から契約締結日までの間に受けている者 

キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）を完 

納していないもの 

  

５ 入札参加申込手続等 

（１）申込方法 

  申込受付期間内に、必要な書類を提出（書留郵便）すること。 

   申込受付期間 令和８年５月１５日(金)から５月２８日(木)まで 

           ※電話、FAX、E メール等による受付は行わない。 

提 出 先 10 の契約事務担当課に書留郵便（必着）にて提出すること。   

（２）必要な書類（各１部） 

ア 入札参加申込書 

イ ４競争参加資格（３）を証する書類（契約書の写し等） 

  ※上記アは、申込受付期間内に提出先にて無償により交付する。また、千葉市ホームペ 

ージ「入札情報等」ポータルページの「発注情報一覧」内の「その他」のリンク 

（https://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/other/i

ndex.html）にある当該事業の箇所からダウンロードできる。 

（３）現地説明会 

   現地説明会は行わない。 



（４）質問及び回答 

   質問がある場合は、10 の提出先まで質問書をメールにて提出すること。質問書提出期

限及び回答方法等については質問書に記載のとおり。 

 

６ 入札手続等 

（１）開札の日時 令和８年６月９日（火） 

（２）開札の場所 千葉市病院局経営企画課病院整備室 Ｍ会議室４０１ 

（３）入札方法 

   ・入札書は、６月８日（月）午後５時００分まで（必着）に書留郵便 で提出すること。 

・入札書に記載する入札金額は「１年の広告料（税抜）の金額」を記載してください。 

    ※契約額には、消費税及び地方消費税相当額が加算される。 

   ・期限までに提出先に到着しない場合は失格とする。 

   ・書留郵便によらない場合は失格とする。 

   ・郵便入札に要する費用については、すべて入札参加者の負担とする。 

   ・入札書等は、二重封筒（内封筒及び外封筒）により送付すること。 

   ・内封筒には必ず、発注案件名、入札者の商号又は名称及び代表者職氏名を記載し、印

鑑で封緘（糊付け、封印）すること。 

   ・入札書等の入った外封筒の表には、朱書きで「入札書在中」と記載すること。 

（４）入札の封筒に入れる書類 

   ア 入札参加申込書の写し 

   イ 入札書 

   ウ 誓約書 

（５）入札保証金の納付等 

   要。ただし、千葉市契約規則（昭和４０年千葉市規則第３号）第８条に該当する場合は、 

免除とする。 

（６）入札の無効 

   千葉市契約規則第１６条の規定に該当する入札。 

 

７ 落札者の決定等 

（１）落札者は、千葉市契約規則第１０条の規定に基づいて作成された予定価格以上の価格を

もって有効な入札を行った者のうち最高価格の入札を行った者とする。 

（２）落札者となるべき同価の入札を行ったものが２者以上いるときは、「くじ」によって落

札者を決定する。 

（３）入札終了後、契約締結の手続きに入る。 

（４）２回の入札で落札者がいないとき、落札者が契約を締結しないときは、地方自治法施行

令に基づき、随意契約へ移行することがある。 

（５）落札者が契約を締結しないとき、又は契約締結後に中途で契約を解除したときは、その

事実があった日から１年間において、当院が行うすべての募集に関する入札には参加でき

ない。 

 



８ 契約手続き等 

（１）契約保証金の納付等 

要。ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は、免除とする。 

（２）契約書作成の要否 

  要。 

（３）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

 

９ その他 

千葉市立幕張海浜病院情報モニター設置・運用事業者募集の入札・契約にあたっては、本募

集要項及び仕様書に定めるもののほか、地方自治法、千葉市病院局契約規程、千葉市契約規

則及び千葉市公有財産規則等の法令を遵守すること。 

 

10 契約事務担当課  

〒２６０－８７２２ 

千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所高層棟４階 

千葉市病院局経営企画課病院整備室 

電話 ０４３－２４５－５７４１ 

E メール Email:shinbyouin@city.chiba.lg.jp 

 

11 添付書類 

（１）仕様書 

（２）契約書（案） 

（３）入札参加申込書 

（４）誓約書 

（５）質問書 

（６）委任状 

（７）入札書 

（８）入札辞退届 


